
 

 

平成 24 年 1 月以降の契約より生命保険料控除制度が改正されました！！ 

※ 介護・医療保険料控除の新設 

現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医

療保険料控除」が新設されます 

※ 各控除区分の適用限度枠・制度全体での適用限度額の変更 

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税 4 万円・住民税 2.8 万円に変更となり、新設される「介護

医療保険料控除」も同額となります。制度全体での所得税の所得控除限度額が、12 万円に拡充されます。住民税は限度額 7 万円の

まま変更ありません。  

＊まめ知識＊ 現在、生命保険料控除の枠を満額活用されていらっしゃる方（月８,300 円以上）が新たに医療保険や介護保険にご

検討中のお客様は、加入すると新制度（介護医療保険料控除）の下、最大 4 万円の控除が使えるようになります。 
※あくまで、所得税 12 万円の控除が最大となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満期日より、１ヶ月前に ご継続頂きました お客様全員に、もれなくプレゼントしていますキャンペーンでは、只今、 
３色ボールペンをお届けいたします。１ヶ月前までにご継続のご返事を頂きますよう 
ぜひ、お電話をお待ちしています。宜しくお願いします♪ 
 

早期ご継続 プレゼントキャンペーン、只今 コレです♪ 

弊社のロゴ入りです⇒ 

 

日ごとに暖かくなり、すっかり春らしい陽気になりました。桜に梅に、きれいな花が咲くのが楽しみな季節です。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 
春といえども、まだまだ寒さが残っております。お風邪など引きませんようお気をつけください。 
H・A コンサルは、お客様のご希望にお応えできる、誠実な保険代理店＆ご相談窓口でありたいと願っています。ぜひ、お電話やご来店の際に日々疑問

に思っていらっしゃることや、知りたいことなどがございましたら商品に関すること、保険に関することなど、なんでもお聞きくださいね。 

☆旅行や、ドライブなど、遊びに行く方、必見！！！楽しいお出かけの際にも、ご安心を☆ 
●１日単位で自動車保険に加入できる、東京海上日動保険の『ちょいのり保険』出来ました！！なんと保険料は１日５００円！携帯からお申込いただ

けます。旅行中だけご家族のお車を使いたい方や、帰省中のみご友人のお車を借りる方など、ご自分の車をお持ちでない方向けの保険です。 
年に数回お車を貸す時の際の、年齢条件・運転者限定の変更による保険料アップや、貸したお車での事故による等級ダウンなど、お車の貸し借りの

際にはリスクがついてまわります。そんな時、お車を貸す相手に『ちょいのり保険』に入ってもらうことによりスマートな貸し借りができるんです！ 
※ご本人・配偶者・法人が所有するお車及びレンタカーなどは対象外になります。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。 
●携帯やパソコンでカンタンに国内・海外旅行保険がお申込みいただけるんです♪インターネットで５％ＯＦＦ！パソコンや携帯電話から、下記、弊社

の代理店ページまたは、あいおいニッセイ同和損保のＨＰより個人のご契約のみですが、簡単にお手続きできますよ～     
パソコンからは⇒  http://www.sonpo.ne.jp/agent/ha-consul/                     携帯電話はこちら⇒    
 

 

一口に生命保険といっても、医療保険や終身保険、養老保険にガン保険など多くの種類があり、なかなか本当に 
必要な保障内容がわかりにくいものです。CM や雑誌で見かける保険の広告はたくさんありますが、本当は何がいいの？ 
と、そんなお客様に、公的年金（遺族年金や老齢年金）などの公的保障を差引いて、お客様が必要だと思える 
保障のみピックアップし、複数社で比較検討して頂くことができます。尚、他社のご契約のご相談でも、 
弊社のファイナンシャル・プランナーがご希望をお伺いし、一般的なアドバイスをさせて頂くこともできます。 
 
 
また、７月より、弊社の取り扱い保険会社に『日本生命保険相互会社』が加わりました。 
現在、４社 （東京海上日動あんしん生命保険㈱・三井住友海上あいおい生命保険㈱・ 
アフラック・ニッセイ）の保険商品をお取り扱いしております。 
一人一人、必要な保障は違ってきますので、お話をさせていただいた上で現在ご加入の保険の見直しも含めて 
お客様に合った最適なプランをご案内させていただきたいと思います。お気軽にお問い合わせ下さい。 
 

生命保険 取り扱い保険会社が増えました！！ 

生命保険料 控除制度の改正のお知らせ 

    あいおいニッセイ同和損害保険(株)・三井住友海上火災保険(株) 

                         東京海上日動火災保険(株)・東京海上日動あんしん生命(株) 

                         三井住友海上あいおい生命保険(株)・日本生命保険相互会社 

                          アフラック(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社)       代理店 

                         〒 486-0916 愛知県春日井市八光町４丁目９－１ 
                              ０１２０－８００－２００ 

                                             
                  TEL: 0568-35-7575  FAX: 0568-34-2822 

 http://www.ha-consul.jp  e-mail:mail@ha-consul.jp
                                                             

 
 

 

「三井住友海上あいおい生命」は、MS&AD インシュアランス グループの 2 社「あいおい生命保険株式会社」「三井住友きらめき生命保険

株式会社」が 201１年 10 月 1 日に合併し、誕生した新しい生命保険会社です。尚、現在既に２社でご契約頂いておりますお客様のご契約内

容に変更はございません。つきましては、合併により お客さまサービスセンターのお電話番号が変更いたしました！！ 

新しい連絡先 電話番号は『０１２０-３２４-３８６』になります。（受付時間：平日９時～１８時 土日：９時～１７時） 

ご不明点ございましたら、弊社もしくは保険会社サービスセンターへご連絡下さいますようお願いします。 

  

 

 

新しい保険会社が出来ました！！ 

三井住友海上あいおい生命の主力商品ブランド『＆ＬＩＦＥ』と 

キャラクターのあらいぐまラスカルです （昔、アニメよく見ていました・・）⇒ 

もしもの事故の際、スピード解決をサポートする特約をご紹介します！！ 

相手の方が歩行中や自転車の事故の際、飛び出しなど、相手の方にも過失があってもなかなか理解されず、治療費等の全額補償を

求められる事が多いようですが、保険からは相手に過失分を差し引いた金額しか支払われません。例えば過失割合が当方 80％、相

手 20％の場合、相手のおケガの損害額が 100 万円であれば 20％を差し引いた 80 万円しか補償されません。 

相手の方が、歩行中なのに、自転車なのに‥治療費の自己負担がある ということで納得されず、スムーズな事故解決が出来ない

場合があります。 

そんな時あいおいニッセイ同和損保の『対歩行者等傷害特約』が、ついていれば相手方の過失分を含めた 

おケガの損害の額を全額補償します。相手の方にも納得頂き、スムーズな事故解決ができます。 

この特約はあいおいニッセイ同和損保のタフ・クルマの保険でしか付帯することが出来ませんが、 

この機会にあいおいﾆｯｾｲ同和損保の独自特約、対歩行者等傷害特約！おすすめします。 

自動車保険 おすすめ特約 

☆ホームページをリニューアルしました☆ 

 

ライフプラン表や年金計算などの試算が簡単 

に出来るようになります。 

ぜひ一度アクセスしてみてください！ 

URL は⇒ http://www.ha-consul.jp/です！

Ｈ・Ａコンサル事務所より徒歩 2 分の距離にあります。  ガソリンスタンド（出光）すぐ横です！ 

お昼はいろいろ選べるランチが 650 円～、夜はお得なセットが 950 円～、その他単品のお料理も 

数多くあり、美味しくてボリュームいっぱいのオススメのお店です。 

本場の中華料理がお手ごろ価格で楽しめます。ぜひ一度足をはこんで 

みてはいかがでしょうか？美味しいですよ～♪ 無休。食べログ掲載あり。 

住所：愛知県春日井市八光町 4-73    TEL：0568-36-1777 

 ランチタイム：11 時～14 時     ディナータイム：17 時～翌 1 時 

美味しい！お店紹介！！ 

<H・A コンサル メンバー紹介> 
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濱口 祐子 

 営業 
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営業 

浅尾 陽一 
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福友 幸博 

鴻運楼 （コウウンロウ） 

 


